
　物品２０

様式３

■ １号 少額随契

□ □ 財産の売払い 30万円以下

■ □ 物件の貸付け 30万円以下

□ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

当該相手先は、学校給食用物資の安定供給・安全確保・衛生管理が可能な県内企業であり、今年度のアレル
ギーを持つ児童のアレルゲンに対応したケーキ約3200個を指定した期日・時間までに納品できることから、
随意契約を締結する。

根
拠
規
定
（

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
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１
項
各
号
）

シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

学校給食センター

学校給食用クリスマスケーキ購入（単価契約）

金497,664円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和5年11月6日

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

学校給食として生徒児童・職員にクリスマスケーキを提供する。

契約金額

契約締結日 令和5年11月6日

～ 令和5年12月21日

契約の相手
千葉県君津市坂田272番地

株式会社　富士食品

担　当　課



物品２２

様式３

■ １号 少額随契 【２者見積比較 】

□ □ 財産の売払い 30万円以下

□ □ 物件の貸付け 30万円以下

■ □ その他のもの 50万円以下

□ ２号

□ ３号

□ ４号

□ ５号

□ ６号

□ ７号

□ ８号

□ ９号

随 意 契 約 理 由 書

契
約
内
容

契約件名

業務概要

可燃ごみの外部搬出において、コンテナ車の総重量計測に使用する無線式ト
ラックスケールをリースする。

契約金額

契約締結日 令和5年10月25日

～ 令和5年11月14日

契約の相手
千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル７F

株式会社アクティオ　千葉支店

担　当　課

環境センター

無線式トラックスケール賃貸借

金325,600円（消費税及び地方消費税を含む）

「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、

工事又は製造の請負 130万円以下

財産の買入れ 80万円以下

物件の借入 40万円以下

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

　不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必
要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

契約期間 令和5年10月25日

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

随意契約理由

10月～12月に焼却炉を全停止するため、可燃ごみを外部搬出し処理委託する必要があるが、受入先４者のう
ち１者から契約後に急遽、搬出時の計量を行うよう求められたため、無線式ポータブルトラックスケール一
式を賃貸借にて借用する。管財契約課の見積合せ日程では間に合わないため、環境センターで見積り合わせ
実施の上、随意契約を締結する。
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シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」

「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」

　新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れるとき又は
新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

見積比較の実施：


